
【資料第１号】 

 

安全・安心まちづくり推進地区の指定について 

 

１ 経緯 

  平成１７年４月に文京区安全・安心まちづくり条例（以下「条例」という。）

を施行し、より地域の特性に合わせた支援を進めていくため、条例第１７条の規

定に基づき、特定の施策を推進する地区を指定してきた。 

  このたび、防犯対策を推進する地区の新たな地域指定について、条例施行規則

第４条の規定に基づく申請があったので、安全・安心まちづくり協議会に諮るも

のである。 

 

２ 指定申請のあった地区と内容 

（１）地区名 

   丸山・大原町会地区（防犯対策を推進する地区） 

（２）団体名及び代表者 

   丸山町会 会長 重岡 良蔵 氏 

（３）申請内容 

   別紙申請書参照 

（４）地区の範囲 

千石二丁目７番（１号、５～９号）８番（１８号）、１８番（１号、２号）、 

１９～２１番、千石三丁目５～１１番、１３番（１１号、１３～１４号、１６

号）、１４番～２７番、２８番（１～９号、２０～２１号）２９番（８号、３

０号）、３０番～４１番及び千石四丁目１番（１～９号、２１～２３号） 

 

３ 地区指定の手続（予定を含む。） 

令和２年４月１日 推進地区指定の申請 

令和２年５月中旬 第４１回安全・安心まちづくり協議会開催（書面審議） 

令和２年６月１日～６月３０日 該当地域の区民意見聴取 

令和２年７月   推進地区指定の決定 

 

（注）防犯対策を推進する地区とは、文京区安全・安心まちづくり条例に基づき、

安全・安心まちづくりに係る特定の施策として、自主防犯パトロールなどを行

う地区をいう。 

 











富坂警察署 推進地区指定における所見【丸山・大原町会地区】 

 

 

 丸山・大原町会地区では、交通安全対策として春・秋の交通安全運動期間中、各交差点に

おいて、子どもの見守り活動を実施しております。また、特殊詐欺対策として町会の掲示板・

回覧板を通じての広報、独居老人宅の見守り活動を実施しており、特に役員の防犯に関する

意識は高く、メールでの情報共有も行っているところです。 

申請書にもありますように、夜間は道路に防犯灯はあるものの、過去にひったくりや掲示

板の放火もあり、住民の不安や緊張が高まることが有りました 

町会における住民の理解、町会による活発な防犯活動の推進、犯罪の発生状況等を鑑み、

更なる防犯対策強化が望ましく、富坂警察署としましても丸山・大原町会地区の安全・安心

まちづくり推進地区の指定について、よろしくお願いしたいと思います。 
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